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○岩手県男女共同参画推進条例（平成14年10月9日条例61号）                              

岩手県男女共同参画推進条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第８条） 
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第３章 岩手県男女共同参画審議会（第23条―第31条） 

第４章 雑則（第32条） 

附則 

 

第３章 岩手県男女共同参画審議会 

（設置） 

第23条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議さ

せるため、知事の諮問機関として岩手県男女共同参画審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項又は男女

共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる重要事項につ

いて、必要があると認めるときは、知事に意見を述べること

ができる。 

（所掌） 

第24条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施

策に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関す

る施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認めら

れる施策に関すること。 

（組織） 

第25条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、男

女共同参画に関し優れた識見を有する者及び関係行政機関 

 

 

の職員のうちから知事が任命する。 

２ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員

の総数の10分の４未満とならないものとする。ただし、知事がや

むを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。 

（任期） 

第26条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合に

おける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第27条 審議会に、会長を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第28条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが

できない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（部会） 

第29条 審議会は、専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

３ 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

（庶務） 

第30条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。 

（会長への委任） 

第31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 
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岩 手 県 男 女 共 同 参 画 審 議 会 運 営 規 程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、岩手県男女共同参画推進条例（平成 14 年岩

手県条例第 61号。以下「条例」という。）第 31条の規定により、

岩手県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の運営に

関し必要な事項を定めるものとする｡ 

 

 （審議会の招集の通知） 

第２条 会長は、審議会を招集するときは、あらかじめ、会議の日

時、場所及び付議事項を委員に通知するものとする｡ 

 

 （審議会の公開等） 

第３条 審議会の会議は、公開とする｡ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、議長

が審議会に諮って、これを公開しないことができる｡ 

 (1) 情報公開条例（平成 10 年岩手県条例第 49 号）第７条各号

に掲げる情報に該当すると認められる事項について調査審議

する場合 

 (2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営

に著しい支障を生ずることが明らかに予想される場合 

 

 （傍聴人に対する指示） 

第４条 議長は、傍聴人に対し、必要な指示をすることができる｡ 

 

（意見の聴取） 

第５条 議長は、議事の調査審議に関し、特に専門的な意見を聴く

必要があると認めたときは、審議会に諮って、関係者に出席を求

めて意見を聴くことができる。 

 

 （採決） 

第６条 議長は、議題について採決しようとするときは、その議題

及び採決する旨を会議に宣告するものとする｡ 

２ 採決は、挙手又は投票の方法によるものとし、議長は、そのつ

ど会議に諮って決定するものとする｡ 

３ 前項の規定にかかわらず、議題について出席委員に異議がない

と認めるときは、議長は、これを確かめた後に採決の手続を省略

して、可決の旨を宣告することができる｡ 

 

 （議事録の作成） 

第７条 審議会は、会議の議事について、そのつど議事録を作成す

るものとする｡ 

２ 前項の議事録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとす

る｡ 

(1) 開催の日時及び場所 

 (2) 出席者の氏名 

 (3) 議事の概要 

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項 

 

 この規程は、平成 14年 11月 22日から施行する。 
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